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高松市総合評価落札方式実施要領の細則 

 

改正 平成２５年１０月２８日 

改正 平成２６年６月３０日 

改正 平成２６年１０月２７日 

改正 平成２８年６月３日 

改正 平成２９年２月３日 

改正 平成３０年４月１日 

 

１ この細則等について 

(１) 高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の請負契約における総

合評価落札方式に係る算定基準及び必要な提出書類については、高松市総合評価落札

方式実施要領（平成２５年６月１日施行。以下「実施要領」といいます。）に定める

もののほか、この細則の定めるところによります。 

(２) 評価は、実施要領及びこの細則のほか、様式２－１号から様式２－９号までの記載

事項及び契約監理課ホームページ掲載の最新の「総合評価落札方式についての質問及び

回答」の内容（(３)において「様式事項等」といいます。）に基づき行います。 

(３) この細則及び様式事項等において添付を要するとされた事項及び評価に当たっての

要件とされた事項については、これらを満たさない場合は、評価されません。 

(４) 各評価項目における「同業種工事」の業種について「改正前の建設業法の２８業種

区分」としているものについては、評価を行う上で特に必要と認められるときは、この

区分によらない場合があります。 

２ 加算点の計算 

加算点は、施工計画や過去の工事成績等の結果により得られた得点から、換算して算出

します。各方式の加算点は、次のとおりです（※(１)については、評価項目（細目）の一

部を採用しないこととした場合はその配点分減じます。）。 

(１) Ⅰ型（技術評価型） 

ア 施工計画について評価する場合 １０点（配点合計：１４０点（市内企業のみが入

札参加資格を有する案件以外は、１８５点）※） 

イ 施工計画について評価しない場合 １０点（配点合計：７５点（市内企業のみが入

札参加資格を有する案件以外は、１０５点）※） 

(２) Ⅱ型（地域密着型）：５点（配点合計：６０点） 

【計算例】 Ⅰ型（技術評価型）（施工計画について評価する場合で、準市内企業も入札

参加資格を有するとき）で、得られた得点が１４５点の場合の加算点は 

（１４５÷１８５）×１０＝７．８４（小数点以下第３位四捨五入） 
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３ 評価（一般の評価項目） 

(１) 「５ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績」 

・ 「技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月１日」とは、例えば、

技術提案書提出期限の日が平成２８年９月１０日であれば、平成２３年４月１日です。 

・ 同業種工事の工種は、改正前の建設業法の２８業種区分とします。 

・ 共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者、又は、出資比率が２０％

以上の経常建設工事共同企業体の構成員に限り実績として認めます。共同企業体とし

ての施工実績は出資比率に応じた金額にて評価します。 

・ 建設業許可番号、コリンズ登録番号等は正確に記載してください。確認できない場

合は評価されません。 

・ コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成２６年３月３１日以前の場合 

コリンズ登録された契約金額に１０５分の１００を乗じて得た額（１円未満の端

数金額は四捨五入）を最終契約金額として評価します。 

・ コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成２６年４月１日以後の場合 

当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにすることができる書類の提

出がない場合は、コリンズ登録された契約金額に１０８分の１００を乗じて得た額

（１円未満の端数金額は四捨五入）を最終契約金額として評価するので、この率以

外が適用されたときは、当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにする

ことができる書類を提出してください。 

(２) 「６ 過去４年間における高松市発注同業種工事の工事成績平均評定点」 

・ 「過去４年間における高松市発注同業種工事」とは、公表日が属する年の初日前４

年における１件の契約金額が１３０万円を超える高松市発注工事（業種が同じもの

で、かつ、しゅん工検査に合格した日が公表日が属する年の初日前４年間内のもの

とし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号

又は地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１４第１項第

５号の規定を適用し随意契約により施行した緊急工事その他工事成績の評定を行わ

ないこととしている工事及び平成３０年４月１日現在施工中の工事であって高松市

から香川県広域水道企業団に移管されたものを除く。）をいいます。ただし、平成

２５年度においては、実施要領附則第２項の規定により、「４年間」とあるのは

「３年間」と、「４年における」とあるのは「３年における」と読み替えます。 

・ 同業種工事の工種は、改正前の建設業法の２８業種区分とします。 

 (２)の２ 「６－２ 登録基幹技能者の活用」 

・ 「登録基幹技能者の活用」についての履行確認は、次の３者が提出書類及び実地に

より行います。 

 (１) 専任監督員及び総括又は主任監督員 
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ア 施工計画書、施工体制台帳等に併せて提出された登録基幹技能者配置申

出書で確認 

イ 立会等の監督業務においてアの申出書（変更に係る登録基幹技能者変更

申出書を含む。（２）アにおいて同じ。）に記載された登録基幹技能者が当

該職種に係る作業に従事していることを確認 

(２) 検査員 

ア 工事監察等において登録基幹技能者配置申出書に記載された登録基幹技

能者が当該職種に係る作業に従事していることを確認 

イ しゅん工図書で確認  

(３) 「７ 直近の高松市発注工事の工事成績評定点」 

・ 高松市発注工事の工事成績評定点がない場合は「６５点未満なし」とします。 

・ 平成３０年４月１日現在施工中の工事であって高松市から香川県広域水道企業団に

移管されたものは対象から除きます。 

(４) 「９ 配置予定技術者の資格」 

・ 「指定資格」とは、別表第１（対象資格表）のうち、発注者の示した建設工事の種

類に対応する資格とします。 

・ 当該資格の合格証明書又は登録証の写しの添付が必要です。（監理技術者資格証の

写しは評価されません。） 

(５) 「10 過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技術者又は現場代

理人としての施工実績」 

・ 「技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月１日」とは、例えば、

技術提案書提出期限の日が平成２８年９月１０日であれば、平成２３年４月１日です。 

・ 同業種工事の工種は、改正前の建設業法の２８業種区分とします。 

・ 共同企業体としての施工経験は出資比率に応じた金額にて評価します。（「特定建

設工事共同企業体の代表者でない場合」、「出資比率が２０％未満の経常建設工事共

同企業体の構成員の場合」、いずれも評価の対象とします。） 

・ 技術者個人の施工実績の評価のため、現在の会社以外での施工実績も対象とします。 

・ 建設業許可番号、コリンズ登録番号等は正確に記載してください。確認できない場

合は評価されません。 

・ コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成２６年３月３１日以前の場合 

コリンズ登録された契約金額に１０５分の１００を乗じて得た額（１円未満の端

数金額は四捨五入）を最終契約金額として評価します。 

・ コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成２６年４月１日以後の場合 

当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにすることができる書類の提

出がない場合は、コリンズ登録された契約金額に１０８分の１００を乗じて得た額

（１円未満の端数金額は四捨五入）を最終契約金額として評価するので、この率以
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外が適用されたときは、当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにする

ことができる書類を提出してください。 

(６) 「11 過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況」 

・ この評価項目に係る実施要領別表に掲げる団体の証明書の写しの添付が必要です。

この場合、土木一式工事及び水道施設工事にあっては(一社)全国土木施工管理技士

会連合会、(公社)日本技術士会又は(公社)土木学会の、建築一式工事にあっては(公

社)日本建築士会連合会又は建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会の、設備工事（電気工

事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事、消防施設工事、清掃施設工事）にあ

っては(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本技術士会又は建築設備士関係団体ＣＰ

Ｄ協議会の証明書が必要です。 

・ 建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会の認定について同協議会による証明が得られない

場合、当分の間、同協議会がその構成員である建築ＣＰＤ情報提供制度により認定さ

れた単位数の証明で代えることができます。この情報提供制度による証明の場合は、

建築一式工事においては、(公社)日本建築士会連合会による認定と重複して算定しま

せん。 

・ 「過去５年間」とは、証明書に記載された５年間の証明期間の最終日が、技術提案

書提出期限の日前１年以内のものを対象とします。 

(７) 「12 地域精通度（工事場所からの近接の度合い（災害時の活動体制が整っている

ことを含む。））」 

・ 「工事予定場所の代表地点」とは、案件ごとに市が指定する１地点をいい、「指定

距離(Ａ)」及び「指定距離(Ｂ)」とは、いずれも、案件ごとに市が指定する直線距離

をいいます。この場合、「指定距離(Ａ)」は、おおむね「指定距離(Ｂ)」の３分の２

（ただし、当該３分の２による直線距離が５キロメートルを超えることとなるときは、

５キロメートルとします。）です。また、「工事予定場所の代表地点」が市中心部

又は島しょ以外の地区（別表第２の右欄に掲げる町の区域から成る同表の左欄に

掲げる地区をいう。）内にある場合において、当該地区内に本社・本店があると

きは、指定距離(Ａ)の範囲内にあるものとみなします。なお、距離は市の使用に係

る情報処理システムを利用し、工事予定場所の代表地点と対象本社・本店の代表地点

として当該システムに登録した地点との間を測定します。 

(８) 「13 災害時の活動体制」 

・ 実施要領別表にあるこの評価項目の(Ａ)、(Ｃ)の要件については、次の区分によ

り証明書の写しを添付してください（自社が災害協定の直接の締結者である場合

は、添付は不要です。）。 

(１) (Ａ)の要件 加入等証明書（締結団体等用）（様式２－５号） 

(２) (Ｃ)の要件 加入等証明書（連携団体等用）（様式２－６号） 
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・ この評価項目の実施要領別表の(Ｄ)の要件については、災害時に応急活動ができ

る体制として、緊急時の社内の連絡体制表及び自社で保有している資機材の一覧

表の添付がある場合を評価の対象とします。 

・ 「災害時に応急活動できる体制」とは、高松市内で発生した災害に対応して、そ

の企業が行うこととしている応急活動（自社の建物、工事現場等の保全を除く。）

のための体制です。したがって、「緊急時の社内の連絡体制表」及び「自社で保有

している資機材の一覧表」の要件は、それぞれ次のとおりです。なお、提出された

書類は、加算点算出のために使用し、他の目的に使用することはありません。 

(１)  緊急時の社内の連絡体制表 次の事項の記載が必要です。 

ア 応急活動に従事する従業員に緊急連絡するための情報が記載されていること。 

イ アの各従業員の役割が明確になっていること。 

(２) 自社で保有している資機材の一覧表 次の事項の記載が必要です。 

ア 資機材は、建設工事関係企業ならではの資機材（重機、土のう、杭、シート、

水中ポンプ、発電機等が想定されます。）であること。 

イ 保管場所が記載されており、その場所は高松市内又は高松市隣接市町（県内）

の区域（島しょを除く。）内であること。 

※(１)・(２)の様式は任意ですが、別添に記載例を示しますので、参考にしてください。 

・ 単独の会社による災害協定の締結実績及び消防団協力事業所表示証の交付実績

については、市が既に持っているデータをもとに評価します。 

４ 評価（追加の評価項目） 

(１) 「１(２)ア 常時雇用職員数」 

・ 市が既に持っているデータをもとに評価します。 

・ 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書（様式２－７号）の添付が必要です。同意

者は、当該特別徴収に係る特別徴収義務者としてください。なお、合併、分割等によ

り、特別徴収義務者１者による同意では、対象年度及びその前年度を通じての同意と

して成立しない場合は、当該同意に係る他の特別徴収義務者の同意書も併せて添付し

てください。 

(２) 「１(２)イ 自社ビル等保有状況」 

・ 所有建物に係る照会同意書（様式２－８号）又は登記事項証明書の添付が必要です。 

(３) 「２ 市内企業の活用」 

・ 「市内企業への予定一次下請負等比率」とは、元請負人の予定契約金額（入札価格

に消費税及び地方消費税相当額を加えた額をいう。以下同じ。）に占める市内企業へ

の予定一次下請負等金額の比率（次の算式で算出される「ｙ」とします。）をいいま

す。 
 
    市内企業への予定一次下請負等金額 
  ｙ＝                ×100 
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         予定契約金額 

※ 元請負人が市内企業の場合は、 

    市内企業への予定一次下請負等金額＋元請自社施工金額 
  ｙ＝                         ×100 
             予定契約金額 

「元請自社施工金額」：予定契約金額から予定一次下請等金額を減じた額 
 

・ 「市内企業」とは、建設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者にあって

は同項に規定する営業所としての本店又は本社を市内に有する者をいい、その他の者

にあっては本社等主たる事務所を市内に有する者をいいます。 

・ 「予定一次下請負等金額」とは、当該入札に係る工事を施工するに当たり元請負人

が締結を予定する、工事に係る請負契約、調査業務、警備業務、運搬業務等に係る委

託契約、資材調達に係る売買契約等（以下「一次下請負契約等」といいます。）によ

り、それぞれの一次下請負契約等の相手方（以下「一次下請負人等」という。）に支

払うべき契約予定金額の総額をいいます。〔いわゆる二次下請負は適用外です。〕 

・ 「市内企業への予定一次下請負等比率」の履行確認は、次に掲げる区分による書類

により行います。 

(１) 工事に係る請負契約 

施工計画書、下請通知書、施工体制台帳及び一次下請負人等との契約書、注文書

又は請書 

(２) (１)に掲げる契約以外の一次下請負契約等 

一次下請負人等との契約書、注文書又は請書（これらの書面によらない一次下請

負契約等にあっては、納品書及び領収書とします。）その他の当該工事に係る一次

下請負等金額を確認することができる書類 

５ 評価及び履行確認のために提出を求める書類等 

(１) 各評価項目について、評価を受けるために提出しなければならない書類をとりま

とめた表です。技術提案書（様式１号）に加えて、様式欄に掲げる様式による書類

及び指定する添付書類を提出する必要があります（施工計画不採用の案件について

は、様式１号は提出不要です。）。 

 

評価の 

視  点 
評 価 項 目 

提出書類 

様   式 添付書類 

施工計画 
(土木・水道

施設) 

１ 施工上の課題への対応の的確性 

施工計画書 様式２
－１号 

－ 

２ 本体構造物等の品質管理対策 

３ 安全対策に関し配慮すべき事項への適

切性 

４ 周辺環境に関し配慮すべき事項への適

切性 
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施工計画 
(建築) 

１ 施工上の課題への対応の的確性 

２ 構造物等の品質管理対策 

３ 安全対策に関し配慮すべき事項への適

切性 

４ 周辺環境に関し配慮すべき事項への適

切性 

施工計画 
(設備) 

１ 施工上の課題への対応の的確性 

２ 機材(機器及び材料)の品質管理対策及

び性能確認方法等 

３ 安全対策に関し配慮すべき事項への適

切性 

 

４ 周辺環境に関し配慮すべき事項への適

切性   

企業の施 

工能力 

５ 過去５年度間及び今年度に完成した同

業種工事の施工実績 

施工実績・技術者申

告書 様式２－２号 
－※ 

６－２ 登録基幹技能者の活用 

「登録基幹技能者の

活用」申告書 様式

２－９号 

－ 

配置予定 

技術者 

９ 配置予定技術者の資格 
施工実績・技術者申

告書 様式２－２号 
◎ 

10 過去５年度間及び今年度完成の同業種

工事の主任（監理）技術者及び現場代理

人としての施工実績 

施工実績・技術者申

告書 様式２－２号 
－※ 

11 過去５年間における継続教育（ＣＰ

Ｄ）の取組状況 

施工実績・技術者申

告書 様式２－２号 
◎ 

その他 13 災害時の活動体制 
「災害時の活動体制」

申告書 様式２－３号 
〇 

市内企業

案件以外

に係る追

加の評価

項目 

１ 営業所の

拠点性 

(１) 
本社・本店・支店・営業

所の有無 
（添付書類のみを提出） 〇 

(２) 
ア常時雇用職員数 

（添付書類のみを提出） ◎ 
イ自社ビル等保有状況 

２ 市内企業の活用 
「市内企業の活用」申

告書 様式２－４号 
－ 

凡例：◎＝その評価項目における評価を受けようとする場合は、添付書類が必要です。 

    〇＝その評価項目において受けようとする評価内容によっては、添付書類不要の

場合があります。 

    －＝添付書類は不要です。 
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備考 ※が付されている評価項目において、コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成

２６年４月１日以後の場合で、改定前の消費税及び地方消費税率適用のときは、当

該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにすることができる書類を添付し

てください（提出のないときは、コリンズ登録された契約金額に１０８分の１００

を乗じて得た額（１円未満の端数金額は四捨五入）を最終契約金額として評価しま

す。）。 

(注)１ 「13 災害時の活動体制」に係る添付書類のうち、次の(１)及び(２)に掲げる

書類の様式は、それぞれ(１)及び(２)に掲げる様式です。 

(１) 加入等証明書（締結団体用） 様式２－５号 

(２) 加入等証明書（連携団体用） 様式２－６号 

(注)２ 市内企業案件以外に係る追加の評価項目「１ 営業所の拠点性 (１)本社・本

店・支店・営業所の有無」に係る評価について、建設工事入札参加資格者名簿に契約

先として記載された本社・本店・支店・営業所以外での評価を受けようとする場合は、

地方税法の規定に基づく、当該本社・本店・支店・営業所に係る営業証明書を提出し

てください。 

(注)３ 市内企業案件以外に係る追加の評価項目「１営業所の拠点性 (２)ア常時雇用

職員数」に係る添付書類の様式は、市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書（様式

２－７号）です。 

(注)４ 市内企業案件以外に係る追加の評価項目「１ 営業所の拠点性 (２)イ自社ビ

ル等保有状況」に係る添付書類の様式は、所有建物に係る照会同意書（様式２－８

号）です（登記事項証明書により評価を受けようとする場合は、登記事項証明書の

写しを提出してください。）。 

(２) 履行確認のために提出を求める書類等 

ア 発注者は、当該工事の契約締結時に、その履行がなされなかった場合に工事成績

の減点又は違約金の徴収の対象となる評価項目における評価結果を受注者に通知

するものとします。 

イ 受注者は、当該工事の契約締結後速やかに、入札時に提出した技術提案等に基づ

き、次に掲げる事項について、総合評価技術提案（施行計画）実施計画・報告書

（様式３－１号）を作成し、監督員の承諾を得ること。 

(ア) 自主点検の方法及び頻度 

(イ) 自主点検の実施者及び履行確認者 

(ウ) 履行報告資料 

ウ イの承諾を受けた報告書は、施工計画書に差し込み、施工計画書の一部とするこ

と。 

エ しゅん工時に提出する写真には、通常のしゅん工写真とは別に総合評価項目番号
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（例：施工計画項目１）、点検日付、履行確認者氏名、を記載した小黒板を配置し、

これに写し込むこと。また、その提出に当たっては、様式３－２号を使用すること。 

６ 実施要領第６条の規定による工事成績評定の減点又は違約金の徴収に係る書面の様式

は、次のとおりです。 

(１) 工事成績の減点値及び違約金通知書（様式４号） 

(２) 相殺通知書（様式５号） 

(３) 工事成績の減点値及び違約金通知書（様式６号） 
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別表第１ 

対 象 資 格 表  

建設工事の 

種 類 

建設業の許可

業種 
対  象  資  格 備 考 

土木一式工事 土木工事業 

・１級建設機械施工技士 

・１級土木施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

〃  農業「農業土木｣、総合技術監理（農業「農

業土木」） 

〃  水産「水産土木｣、総合技術監理（水産「水

産土木」）  

〃  森林「森林土木｣、総合技術監理（森林「森

林土木」） 

合格証明書 

合格証明書 

登録証 

登録証 

 

登録証 

 

登録証 

 

建築一式工事 

大工工事 

屋根工事 

タイル・れん

が・ブロック

工事 

内装仕上工事 

建築工事業 

大工工事業 

屋根工事業 

タイル・れん

が・ブロック工

事業 

内装仕上工事業 

・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

合格証明書 

免許証 

左官工事 

鉄筋工事 

板金工事 

ガラス工事 

防水工事 

熱絶縁工事 

建具工事 

左官工事業 

鉄筋工事業 

板金工事業 

ガラス工事業 

防水工事業 

熱絶縁工事業 

建具工事業 

・1級建築施工管理技士 合格証明書 

とび・土工・

コンクリート

工事 

とび・土工工事

業 

・１級建設機械施工技士 

・１級土木施工管理技士 

・1級建築施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

〃  農業「農業土木｣、総合技術監理（農業「農

業土木」） 

〃  水産「水産土木｣、総合技術監理（水産「水

産土木」）  

〃  森林「森林土木｣、総合技術監理（森林「森

林土木」） 

合格証明書 

合格証明書 

合格証明書 

登録証 

登録証 

 

登録証 

 

登録証 

 

石工事 

塗装工事 

石工事業 

塗装工事業 

・１級土木施工管理技士 

・１級建築施工管理技士 

合格証明書 

合格証明書 

電気工事 電気工事業 

・１級電気工事施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

・ 〃   電気電子、総合技術監理部門（電気電子） 

合格証明書 

登録証 

登録証 

管工事 管工事業 

・１級管工事施工管理技士 

・技術士 機械「流体工学」又は「熱工学」、総合技術

監理（機械「流体工学」又は「熱工学」） 

・ 〃   上下水道、総合技術監理（上下水道） 

・ 〃  衛生工学、総合技術監理（衛生工学） 

合格証明書 

登録証 

 

 

登録証 

登録証 
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鋼構造物工事 鋼構造物工事業 

・１級土木施工管理技士 

・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術

監理（建設「鋼構造及びコンクリート」） 

合格証明書 

合格証明書 

免許証 

登録証 

 

 

ほ装工事 ほ装工事業 

・１級建設機械施工技士 

・１級土木施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

合格証明書 

合格証明書 

登録証 

しゅんせつ工

事 

しゅんせつ工事

業 

・１級土木施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

・ 〃   水産「水産土木」、総合技術監理（水産「水

産土木」） 

合格証明書 

登録証 

登録証 

 

機械器具設置

工事 

機械器具設置工

事業 
・技術士 機械、総合技術監理（機械） 登録証 

電気通信工事 電気通信工事業 ・技術士 電気電子、総合技術監理（電気電子） 登録証 

造園工事 造園工事業 

・１級造園施工管理技士 

・技術士 建設、総合技術監理（建設） 

・ 〃  森林「林業」又は「森林土木」、総合技術監

理（森林「林業」又は「森林土木」） 

合格証明書 

登録証 

登録証 

 

さく井工事 さく井工事業 

・技術士 上下水道「上下水道及び工業用水道」、総合

技術監理（上下水道「上下水道及び工業用水

道」） 

登録証 

 

 

水道施設工事 水道施設工事業 

・１級土木施工管理技士 

・技術士 上下水道、総合技術監理（上下水道） 

・  〃   衛生工学「水質管理」又は「廃棄物管

理」、総合技術監理（衛生工学「水質管

理」又は「廃棄物管理」） 

合格証明書 

登録証 

登録証 

 

 

清掃施設工事 
清掃施設工事事

業 

・技術士 衛生工学「廃棄物管理」、総合技術監理（衛

生工学「廃棄物管理」） 
登録証 
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別表第２ 

地区 町 

庵治 庵治町 

一宮 成合町、鹿角町、一宮町、三名町、寺井町 

円座 円座町、西山崎町 

太田 
今里町、今里町一丁目、今里町二丁目、松縄町、伏石町、太田上町、太田下町、
三条町 

香川 
香川町浅野、香川町大野、香川町川内原、香川町川東上、香川町川東下、香川町
寺井、香川町東谷、香川町安原下第１号、香川町安原下第３号 

川岡 岡本町、川部町 

川添 元山町、東山崎町、下田井町 

木太 木太町 

鬼無 鬼無町是竹、鬼無町佐料、鬼無町藤井、鬼無町佐藤、鬼無町山口、鬼無町鬼無 

香西 香西東町、香西西町、香西南町、香西北町、香西本町 

香南 香南町池内、香南町岡、香南町西庄、香南町由佐、香南町横井、香南町吉光 

国分寺 国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家 

塩江 
塩江町上西甲、塩江町上西乙、塩江町安原上、塩江町安原上東、塩江町安原下、
塩江町安原下第１号、塩江町安原下第２号、塩江町安原下第３号 

下笠居 中山町、植松町、生島町、神在川窪町、亀水町 

多肥 多肥上町、多肥下町、出作町 

檀紙 檀紙町、御町、中間町 

弦打 郷東町、鶴市町、飯田町 

鶴尾 
室町、室新町、東ハゼ町、西ハゼ町、西春日町、上天神町、田村町、勅使町、松
並町、紙町 

林 上林町、林町、六条町 

仏生山 仏生山町 

古高松 春日町、新田町、高松町 

前田 前田東町、前田西町、亀田町 

三谷 三谷町 

牟礼 牟礼町大町、牟礼町原、牟礼町牟礼 

屋島 屋島中町、屋島東町、屋島西町 

山田 
亀田南町、十川東町、十川西町、小村町、川島東町、由良町、川島本町、東植田

町、菅沢町、西植田町、池田町 

 



13 

 

「13 災害時の活動体制」における「緊急時の社内の連絡体制表」及び「自 

社で保有している資機材の一覧表」の記載例 

１ 緊急時の社内の連絡体制表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自社で保有している資機材の一覧表 

区分 種類 数量 保有場所 

機材 

○○㎥級バックホウ 
○○tダンプトラック 
…… 
…… 

○○台 
○○台 
 
 

【記載例：○○市○○町○○】 
 
 
 

資材 

土のう袋 
ブルーシート 
…… 
…… 

○○袋 
○○枚 
 
 

【記載例：○○市○○町○○】 
 
 
 

 

 

 

別添 

社長 

○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

災害時対策本部長 

○○専務 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

総務班長 

○○課長 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

業務班長 ○○班長 

○○課長 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課長 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

総務班 業務班 ○○班 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

○○課員 □□ 
○○市○○ 
Tel  000-000-0000 
携帯 000-000-0000 

(注) 班編成、役職名、役割名等は、会社の体制に合

せた名称としてください。 


